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１．趣旨・背景
2019（平成31）年に創設された国際観光旅客税を財源として、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の

整備等が行われているが、オーバーツーリズムの課題等が顕在化する中、地域経済・社会に好循環をもた

らす、真の「観光立国」を実現するために、中長期的な視点に立った抜本的な対策が必要となっている。

更なる観光施策の充実に必要となる財源を確保するため、国際観光旅客税の税率が引き上げられる。

2.内容
出国1回につき、改正前の1,000円から3,000円に引き上げられる。

3.適用時期
2026（令和8）年7月1日以後の出国について適用される。

ただし、同日前に締結された一定の運送契約に基づく同日以後の出国については、改正前の税率（1,000
円）とする。

国際観光旅客税の引き上げ

＜改正のポイント＞
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1. 改正の趣旨・背景

・国際観光旅客税は2019（平成31）年に創設され、

①ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備

②我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化

③地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上

の3つに資する施策に充てられている。

・近年、オーバーツーリズムの課題等が顕在化する中、地域経済・社会に好循環をもたらす、真の「観光立国」

を実現するために、オーバーツーリズム対策の強化や、地方誘客・需要分散に対する中長期的な視点に立っ

た抜本的な対策が必要となっている。

・更なる観光施策の充実に必要となる財源を確保するため、国際観光旅客税の税率が引き上げられる。

出典：財務省「国際観光旅客税の概要」

■2025（令和7）年度における国際観光旅客税の使途・予算額
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1. 改正の趣旨・背景

■2026（令和8）年度から実施される主な施策

出典：国土交通省「令和8年度税制改正概要」より

・国際観光旅客税は、日本人・外国人関わらず、国際船舶等により日本から出国する国際観光旅客等に課税

される。（船舶・航空機の乗員や、入国後２４時間以内に出国する乗継旅客など、非課税とされる者を除く。）

・国際観光旅客税の税率の引上げに伴い、旅券法の改正により、パスポート（旅券）発給申請の手数料の引下

げが行われる。 （10年パスポートの場合、7,000円減額の予定）

２. 改正の内容

国際観光旅客税の税率が、出国1回につき、改正前の1,000円から3,000円に引き上げられる。
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3. 適用時期

2026（令和8）年7月1日以後の出国について適用される。

ただし、同日前に締結された一定の運送契約に基づく同日以後の出国については、改正前の税率（1,000

円）が適用される。


